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は３ページ下部参照）（◯ａ・◯ｂ・◯ｃ所得控除一覧表（人的控除）

代理で申告する場合

本人が申告する場合

※期限後に確定申告すると通常の納税通知書の発送に間に合いませんので、必ず申告期限（３月１５日）をお守りください。

（添付・提示がないと受けられません。）

などで生活していた方
仕送り・預貯金・奨学金・遺族年金・障害年金・雇用保険（失業保険）

※市民税・都民税の申告をされた方は、ふるさと納税ワンストップ特例制度を受けられません。

必要書類をご持申告書に住所・氏名等の必要事項を記入し

控除を追加する場合を除く

給与所得速算表

公的年金所得速算表

配当控除

所得割税率

配偶者特別控除額速算表

所得控除一覧表（人的控除以外）

調整控除

寄附金税額控除

所得税の限界税率

均等割

◆住民税課では、所得税の確定申告の相談や内容点検は行っておりませんので、ご注意ください。

確定申告に関するお問い合わせは八王子税務署へ 電話 ０４２－６２２－６２９１

必 要

必 要

参のうえ

の合計所得金額と納税義務者の合計所得金額

納税義務者の合計所得金額が９５０万円超１，０００万円以下の場合
納税義務者の合計所得金額が９００万円超９５０万円以下の場合
納税義務者の合計所得金額が９００万円以下の場合

納税義務者と生計を一にする配偶者のうち、前年の合計所得金額が３８万円以下の方

により控除額が変わりますので、給与収入の
場合と公的年金収入の場合は、上記速算表を
参照のうえ合計所得金額を計算してください。）

１６歳未満扶養親族

以下の方

申告期限を過ぎると市・都民税に反映できなくなる場合があります。
上場株式等の譲渡所得、配当所得、住宅借入金等特別控除等については※

八王子市 平成 年度（平成 年分）市民税・都民税 申告の手引き

以下である場合に対象となります。（配偶者
偶者の合計所得金額が３８万円を超え１２３万円

申告期限は３月１５日（金）です

３万円
５万円 ４万円

２万円
２万円
１万円

２１万円
１６万円
１１万円

２６万円
３１万円

３３万円

６万円
３万円
０円

２万円
４万円
８万円
１１万円
１４万円
１８万円
２１万円

２２万円

０円
１万円
２万円
４万円
６万円
７万円
９万円
１１万円

１１万円

０円

差額なし 差額なし 差額なし

配偶者の合計所得金額

１，２３０，０００
１，２００，０００
１，１５０，０００
１，１００，０００
１，０５０，０００
１，０００，０００
９５０，０００
９００，０００
８５０，０００

１，２３０，００１
１，２００，００１
１，１５０，００１
１，１００，００１
１，０５０，００１
１，０００，００１
９５０，００１
９００，００１
８５０，００１
３８０，００１

円 ～
円 ～ 円
円 ～ 円
円 ～ 円
円 ～ 円
円 ～ 円
円 ～ 円
円 ～ 円
円 ～ 円
円 ～ 円

控除額 控除額 控除額

上記以外の方（税務署で確定申告の必要がないとされた方、２０万円以下の

なお、上株配当等申告不要制度について今年度より申告不要の申出書を

詳しくは、住民税課にお問い合わせいただくか、住民税課ホームページを
利用することになりました。

ご覧ください。

所得がある方、上株配当等申告不要制度を利用される方など）

所得税との差額所得税との差額所得税との差額

３万円
６万円
１０万円
２万円
４万円
５万円
０円

１３万円
２６万円
３８万円
１１万円
２２万円
３３万円
０円

７０歳未満（昭和２４年１月２日以降生まれ）

７０歳以上（昭和２４年１月１日以前生まれ）計所得金額が３８万円

合計所得１，０００万円
以下の納税義務者と
生計を一にする配偶
者のうち、前年の合

※同一生計配偶者

配
偶
者
控
除

控除対象
配 偶 者

障害年金・遺族年金・老齢福祉年金・増加恩給は、公的年金収入には含まず、非課税所得となります。※

７０歳以上（昭和２４年１月１日以前生まれ）
１９歳～２２歳（平成８年１月２日～平成１２年１月１日生まれ）
２３歳～６９歳（昭和２４年１月２日～平成８年１月１日生まれ）
１６歳～１８歳（平成１２年１月２日～平成１５年１月１日生まれ）
１６歳未満（平成１５年１月２日～平成３０年１２月３１日生まれ）

平成３１年度から、合計所得１，０００万円を超える納税義務者の配偶者は所得控除の対象ではなくなりました。ただし、※
障害者控除の判定などについては対象となりますので、配偶者（特別）控除欄に氏名、生年月日等をお書きください。

（昭和２９年

（昭和２９年

（小数点以下切捨て）

の場合

給与収入金額が５，６５２，５００円の場合

詳しくは、八王子税務署（子安町四丁目４番９号）へお尋ねください。（TEL ０４２－６２２－６２９１）

（２月２４日（日）、３月３日（日）以外の土、日を除く。）開設されます。
・提出のみの場合→確定申告書提出会場は、「八王子駅南口総合事務所特設会場」に２月１８日から３月１５日まで

（別紙、平成３１年度八王子市「市民税・都民税申告受付」日程表をご覧ください。）実施していますのでご利用ください。
３日（日）以外の土、日を除く。）開設されます。また、確定申告書作成会場以外に、税理士による無料申告相談を

・相談が必要な場合→確定申告書作成会場は、「八王子税務署」に２月１８日から３月１５日まで（２月２４日（日）、３月

マイナンバーの提示がある場合、身体障害者手帳・精神障害者保健福祉手帳の提示・添付は省略できます。※

地震保険料控除、寄附金控除…平成３０年中に支払った額の領収書や証明書

・昨年中に収入があった方…平成３０年分の源泉徴収票（写し可）又は収入金額のわかる書類

欄に記入し、返信用封筒に切手を貼り返送先の住所・氏名を記入したものを同封してください。
・郵送される方で申告受付書や申告書の写し等の返送が必要な方は、その旨を申告書の「③その他（収入・所得のなかった方）のヲ．その他」

（別紙、平成３１年度八王子市「市民税・都民税申告受付」日程表をご覧ください。）

（別紙、平成３１年度八王子市「市民税・都民税申告受付」日程表のうら面の封筒をご利用ください。）

（この申告書の手引きは、平成３０年１２月末日現在の地方税法に基づいて作成しています。）

ており、それを返送した場合は平成３０年分公的年金等の源泉徴収票に申告
金機構等から扶養親族等申告書（はがき等）が平成２９年８月下旬に発送され

⑧給与の年末調整を受けていない方
⑨住宅借入金等特別税額控除を受けている方 など

平成３１年１月１日現在、住んでいた市区町村にお問い合わせください。

平成３０年中の収入は？

平成３１年１月１日現在

した内容が掲載されることになっています。

控除額＝｛（支払特定一般用医薬品等購入費総額）－（保険等で補填される金額）｝－１万２千円［限度額８万８千円］

公的医療保険の被保険者証、源泉徴収票、住民票（写）など…１点提示（代理人は２点提示）

下記の本人確認書類（個人番号確認書類及び身元確認書類各１点）

セルフメディケーション

収入金額－２，２００，０００円１０，０００，０００

外国に居住している配偶者、親族を扶養する場合は日本語訳付きの親族関係書類及び送金関係書類が必要です。※
５※証明書の詳細は、うら面□４・□の欄をご覧ください。

…委任状等による代理権の確認書類、代理人の身元確認書類

…申告書（事前に必要事項をご記入ください）、印鑑、
※平成２９年度から申告書に個人番号（マイナンバー）の記載が必要になりました。

個人番号カード（表面）、運転免許証、旅券、障害者手帳、写真付き身分証明書など…１点提示

・

所得控除等を受ける方…以下の証明書等・

・

身 元 確 認

（収入が事業・家賃・地代などである場合は、収入金額及び必要経費がわかる書類）

個人番号カード（裏面）、個人番号通知カード、個人番号が記載された住民票の写しなど個人番号確認
本人確認書類等

提出された申告書は、あなたの市民税・都民税を算出する資料となるほか、

（介護保険の障害者控除対象者認定書）など（添付する場合は写しでもかまいません。）

配
偶
者
特
別
控
除

人

的

控

除

都民税
市民税

都民税
市民税

課税される所得金額 税率
種 類

課税所得金額

（注４）
が上限となります。※寄附金額が２，０００円を超えた場合に対象となり、寄附金額は総所得金額等の３０％

東京都条例のみで指定
八王子市条例のみで指定

東京都条例・八王子市条例両方で指定さ
れ
た
団
体

条
例
で
指
定 （寄附金－２，０００円）×６％の額を市民税所得割額から税額控除

（寄附金－２，０００円）×４％の額を都民税所得割額から税額控除
（寄附金－２，０００円）×１０％の額を市民税・都民税所得割額から税額控除
（寄附金－２，０００円）×１０％の額を市民税・都民税所得割額から税額控除

※寄附金税額控除が（個人住民税の）所得割額を超える場合には、所得割額に相当する金額となります。

①（寄附金－２，０００円）×１０％
①と②の合計額を市民税・都民税所得割額から税額控除

都道府県・市町村・特別区

東京都共同募金会・日本赤十字社東京都支部（政令で定めるもの）

②（寄附金－２，０００円）×（９０％－０～４５％×１．０２１）１円未満切り上げ
（０～４５％は寄附者に適用される所得税の限界税率）

②は個人住民税の調整控除後の所得割額の２割が限度
（ふるさと納税）

※所得税の限界税率とは所得税を算出する税率 で、所得金額によって異なります。

（注３）②市民税・都民税の合計課税所得金額
（注２）①人的控除額の差の合計額

①と②のいずれか小さい額×５％（市民税３％、都民税２％）

（市民税３％、都民税２％）

都民税１，０００円となります。

｛人的控除額の差の合計額－（市民税・都民税の合計課税所得金額－２００万円）｝×５％

ただし、この額が市民税１，５００円未満、都民税１，０００円未満の場合は、市民税１，５００円、

～ １５，０００円

～ １２，０００円

支払保険料等×１／２＋ ７，５００円

支払保険料等×１／２＋ ６，０００円生
命
保
険
料
控
除

地 震 保 険 料

旧長期損害保険料

一般分・個人年金分

医 療 費 控 除

社 会 保 険 料 控 除

雑 損 控 除

小規模企業共済等掛金控除

共通

一般分・介護医療分・

限度額 ７０，０００円
限度額 ３５，０００円

限度額 ２８，０００円

支払保険料等×１／４＋１７，５００円

支払保険料等の全額

支払保険料等×１／４＋１４，０００円

支払保険料等の全額

７０，０００円
４０，０００円

５６，０００円
３２，０００円

７０，００１円
４０，００１円
１５，００１円

５６，００１円
３２，００１円
１２，００１円

両方ある場合はそれぞれ計算してから合算
～
～
～

～
～
～

※
旧
契
約

※
新
契
約

損害金額等－保険等で補填される金額＝差引損失額（Ａ）

（１０万円と総所得金額等の５％とのいずれか少ない金額） ［限度額２００万円］

支 払 額 全 額
支 払 額 全 額

５０，０００

１５，０００
５，０００

円
円

円 支払った保険料×１／２

支払額全額
限度額 ２５，０００円

限度額 ２５，０００円
限度額 １０，０００円
支払った保険料×１／２＋２，５００円

～

～
～
～

円

円

５，００１

５０，００１

～１５，００１円

地
震
保
険
料
控
除

控除額＝｛（支払医療費総額）－（保険等で補填される金額）｝－
② （Ａ）のうち災害関連支出金額－５万円
① （Ａ）－総所得金額等の合計額×１０％

両方ある場合はそれぞれ計算してから合算

個人年金分・共通

控除額は①と②のいずれか多い金額

同居老親等 上記のうち、同居する申告者又は配偶者の父母、祖父母

配偶者特別控除額速算表を参照

特 定

一 般

老 人

扶
養
控
除

０円０円

５万円
５万円
１万円

１万円

５万円

３０万円

４５万円
３８万円
４５万円

３３万円

２６万円

２６万円
３０万円
５３万円

寡婦・寡夫・勤労学生控除
特 別 寡 婦 控 除

同 居 特 別 障 害

普 通 障 害
特 別 障 害

配 偶 者 特 別 控 除

１０万円
１８万円

１０万円
２２万円

１３万円

３３万円基 礎 控 除

一般

老人

障 害 者 控 除

収入金額 × ０．９５ － １，５５５，０００円
収入金額 × ０．８５ － ７８５，０００円
収入金額 × ０．７５ － ３７５，０００円
収入金額 － ７００，０００円
収入金額 × ０．９５ － １，５５５，０００円
収入金額 × ０．８５ － ７８５，０００円
収入金額 × ０．７５ － ３７５，０００円
収入金額 － １，２００，０００円

円
円

円

円

円
円

円

円
円

～

～
～

～
～

円
円
円 ～

～
～
４，１００，０００
７，７００，０００

７，７００，０００

１，３００，０００

４，１００，０００
３，３００，０００

７，７００，００１

１，３００，００１
４，１００，００１

４，１００，００１
７，７００，００１

３，３００，００１

～円
収入金額 × ０．９ －１，２００，０００円

円

円
円

円
円
円

円
０円
収入金額－６５０，０００円
９６９，０００円
９７０，０００円
９７２，０００円
９７４，０００円
＊収入金額 × ０．６

円

円
円

＊収入金額 × ０．７ － １８０，０００円
＊収入金額 × ０．８ － ５４０，０００円

～

～
～

～

～
～

円
円

円
円
円

円 ～６５１，０００

１，６２２，０００

１，６２８，０００
１，６２４，０００

１，６２０，０００
１，６１９，０００

～
～
～

円
円
円

３，６００，０００
１，８００，０００

６，６００，０００ ９，９９９，９９９
６，５９９，９９９
３，５９９，９９９

１，６１８，９９９

１，６２１，９９９

１，７９９，９９９
１，６２７，９９９
１，６２３，９９９

１，６１９，９９９

６５０，９９９

所得税及び復興特別所得税・贈与税・個人消費税の確定申告書作成・提出会場は下記のとおりです。

１，５００円

３，５００円

均
等
割
額

都

民

税

均
等
割
額

市

民

税

税

率

所

得

割

都

民

税

税

率

市

民

税

所

得

割

４％

６％

（
市
民
税
額
と
都
民
税
額
の
合
計
額
）

年

税

額

都

民

税

額

（
百
円
未
満
切
捨
）

（
百
円
未
満
切
捨
）

市

民

税

額

－

－
配

当

割

額

控

除

額

等

都

民

税

所

得

割

額

都

民

税

所

得

割

額

市

民

税

配

当

割

額

市

民

税

控

除

額

等

－

－
調
整
控
除
額

都

民

税

－

－
都
民
税
算
出

所

得

割

額

都

民

税

市
民
税
算
出

所

得

割

額

調
整
控
除
額

市

民

税

市

民

税

税
額
控
除
額

税
額
控
除
額

（
千
円
未
満
切
捨
）

×

×
課
税
総
所
得
金
額

－

所

得

控

除

額

総

所

得

金

額
＋

＋

⑦源泉徴収の対象とならない外国で支払われる年金を受給されている方

〒１９２－８５０１

４５％４０，００１，０００円 ～
１８，００１，０００円 ～ ４０，０００，０００円

、

）

平成２３年分より確定申告は不要となりました。

（所得税の納付・還付など）税務署で確定申告をする方

下の図を参考にして、申告期限までにご申告ください。資料となります。
課税（非課税）証明書の交付、国民健康保険税の算出や国民年金保険料の審査などの

税務署に確定申告をする方

＊

＊

＊＊

＊＊

＊＊＊ ＊＊

＊＊＊ ＊＊

＊

＊

＊

＊

＊＊＊ ＊＊

＊＊＊ ＊＊

＊＊＊ ＊＊

＊＊＊ ＊＊

＊＊＊ ＊＊

＊＊＊ ＊＊

＊＊

＊＊

１ ２

３ ４

申告に必要なもの

申告の方法

市民税・都民税 税額計算方法

給 与 収 入 金 額 給 与 所 得 金 額

公的年金収入金額 公的年金所得金額

６５歳未満

６５歳以上
受給者の年齢

所得税との差額控 除 の 種 類 等 控除額

人
的
控
除
以
外
の
所
得
控
除

合

計

課

税

所

得

金

額

の方

２００万円超
の方

２００万円以下

寄 附 先 控除額（所得割額から税額控除）

ホームページ http：／／www．city．hachioji．tokyo．jp／

送 付 先
お 問 合 せ

八王子市元本郷町三丁目２４番１号
八王子市税務部住民税課

○市民税・都民税申告書の書き方は、うら面にあります。

５９１８電 話 ０４２－６２０－７２１９（直通） FAX ０４２－６２７－

市民税・都民税の申告が必要な方の目安（一般的な例です。該当しない場合もあります。） ※申告会場は混雑し、お待ちいただくこともあります。あらかじめご了承ください。

＊
＊
＊
＊
＊

＊

＊

＊

＊

＊

＊

＊

＊

＊

＊

＊

＊

＊

＊

＊

＊

＊

＊

＊

＊

＊

＊

＊

＊

＊

＊

＊

＊

＊

＊

＊

＊

＊

＊

＊

＊

＊

＊

＊

＊

＊

＊

＊

＊

＊

＊

＊

＊

＊

＊

＊

＊

＊

＊

＊

＊

＊

＊

＊

＊

＊

＊

＊

＊

＊

＊

＊

＊

＊

＊

＊

＊

＊

＊

＊

＊

＊

＊

＊

＊

＊

＊
＊
＊
＊

＊

＊

勤労学生控除…学生証、各種学校や職業訓練法人などから交付される証明書

※分離課税所得がある方は、計算方法が異なります。

③５，６５２，０００円×０．８－５４０，０００円

（小数点以下切捨て）
①５，６５２，５００円÷４，０００＝１，４１３

《計算例》

＊印のところはその収入金額が４，０００の整数

算してください。
倍となるよう、端数を切り捨ててから計

＝３，９８１，６００円

以前生まれ）

以後生まれ）
１月２日

１月１日

《計算例》

①６５歳以上
２，５０８，０２０円－１，２００，０００円

②６５歳未満
２，５０８，０２０円×０．７５－３７５，０００円
１，５０６，０１５円＝

公的年金の収入金額が２，５０８，０２０円

合計所得金額（注１）

（注２）

（注３）
り、合計額を求めます。
合計課税所得金額は、一般的には課税総所得金額と同額になります。ただし、山林所得や分離課税の対象となら
ない退職所得がある場合には、それらを加算します。

人的控除額の差の合計額については、「所得控除一覧表」「配偶者特別控除額速算表」の「所得税との差額」欄によ

市民税 都民税 市民税 都民税
１．２％

０．３％
０．６％

１．６％
０．８％
０．４％ ０．１５％

０．８％
０．４％
０．２％

０．６％
０．３％証券投資

信 託 等

利 益 の 配 当 等

外貨建等証券投資信託
外貨建等証券投資信託以外

１，０００万円超の部分１，０００万円以下の部分
（注４）

９，００１，０００円 ～ １８，０００，０００円
６，９５１，０００円 ～ ９，０００，０００円
３，３０１，０００円 ～ ６，９５０，０００円
１，９５１，０００円 ～ ３，３００，０００円

１，０００円 ～ １，９５０，０００円

４０％
３３％
２３％
２０％
１０％
５％

６％
４％

＝１，３０８，０２０円

一般的には総所得金額と同額です。ただ
し、前年度以前の純損失又は雑損失がある

配偶者特別控除は、申告する方の合計所
が１，０００万円以下で、かつ、配得金額（注１）

②１，４１３×４，０００＝５，６５２，０００円

場合には、損失を差し引く前の金額が合計
所得金額となり、損失を差し引いた後の金
額が総所得金額等となります。

雑損控除、医療費控除、社会保険料控除、小規模企業共済等掛金控除、生命保険料控除、

いいえ

はい

八王子市に住んでいま
すか？

勤務先から市へ給与支払報告書が提出される方
（勤務先に確認してください。）

公的年金収入のみの方

給与収入のみの方

ない

ある

その他
市外にお住まいの親族（海外赴任を含む）に扶養されていた方

おもて面
申 告 書

税金上の扶養となっていた方（扶養する方に確認をお願いします。）
市内にお住まいの親族に確定申告書、給与又は公的年金等の源泉徴収票で

・郵送で申告をされる方は、申告書に必要事項を記入し、必要書類を同封のうえ郵送してください。

・申告受付会場にて申告をされる方は、
、ご都合のよい申告受付会場にお越しください。

※新契約…平成２４年１月１日以降に締結・更新した保険契約に適用されます。
※旧契約…平成２３年１２月３１日以前に締結・更新した保険契約に適用されます。

不 要

不 要

不 要

不 要

※公的年金収入が４００万円以下でその他の所得が２０万円以下の方は

身体障害者手帳や愛の手帳（療育手帳）、精神障害者保健福祉手帳、市で交付する認定書障害者控除…

３，５００円
１，５００円

確定申告が必要な方

老齢年金等が１０８万円（６５歳以上の方は１５８万円）以上ある方には、日本年

（源泉徴収票に記載されていない

生命保険料控除・扶養控除等を追加することを指します。
※控除を追加するとは、申告書で寡婦控除・医療費控除・寄附金控除・

①所得税の還付を受ける方
②２ヶ所以上から給与の支払いを受けていた方
③給与収入が２，０００万円を超える方
④給与収入が２，０００万円以下でも給与以外の所得が２０万円を超える方
⑤公的年金収入が４００万円を超える方
⑥公的年金収入が４００万円以下でもその他の所得が２０万円を超える方



３１

その他（収入・所得のなかった方）３

円円

円円

円円

法２０３条の３第４号適用分

】

】

氏 名受ける者

特 定
社会保険料の金額

源 泉 徴 収 税 額

控除対象配偶者の有無等

無

その他老 人
人 人 人 人

その他

本 人

支 払 金 額

有

円

老人控除対象
配偶者の有無
有 無

円

障害者
特 別
障害者 寡夫

寡婦
寡婦
特別

控除対象扶養親族の数 本人以外の
障害者の数

（摘要）【
介護保険料額 ５８，８００円

社会保険料の内訳

年金の種別

区 分
生年月日

住所または

法２０３条の３第１号適用分
法２０３条の３第２号適用分
法２０３条の３第３号適用分

円

人【 人

支 払 を 居 所

その他

特 別

１８０，０００
１ ６ ３ ０
９５０，０５０ ５００，１２３

１ ７ ３

昭和２２年２月２日

△△企業年金

日本年金機構

１８０，０００円
○○企業年金

９５０，０５０円
５００，１２３円合計 １，６３０，１７３円

八王子 太郎
八王子市元本郷町３－２４－１

１，１９７，７２４

０ ０ ０ ０ ０ ５８，８００

注意！

※事業所別欄の記載がないときは、事業所からの給与支払報告と合算される場合があります。

平成３０年分の必要経費

平成３０年 日 ～ 平成３０年

平成３０年 日 ～ 平成３０年

平成３０年 日 ～ 平成３０年

※平成１９年４月１日以降に取得した償却資産は定額法（残存価額なし）によります。

円

分離課税所得がある場合、分離課税等用の申告書をあわせて提出

月

円

明・大・昭・平 ・ ・生年月日

住 所

個人番号

氏 名

従事月数

続 柄

専従者控除（給与）額

月

円

明・大・昭・平 ・ ・生年月日

住 所

個人番号

氏 名

従事月数

続 柄

損失額（白）種類
月 日円

事業用資産の譲渡損失など不動産所得（損益通算特例前） 前年中（開・廃）業日非課税所得など

総合譲渡

※すでにご申告の方は不要です。

事業専従者

事業税

専従者控除（給与）額

してください。年間取引報告書等を添付おもて面の所定の欄に、

領収書等を添付してください。おもて面の所定の欄に、

期 末 ⑥
期 首 ⑤

家屋敷を有する方

事務所又は事業所を有する方

株式等譲渡所得割額控除額

配 当 割 額 控 除 額

寄 附 先 寄 附 金 額

一 時
長 期
短 期

事
業
所
別

月
別
明
細

費の計算
減価償却

不
動
産
所
得

農

業

所

得

営
業
等
所
得

八王子市税務部住民税課 〒１９２－８５０１ 八王子市元本郷町三丁目２４番１号 電話 ０４２－６２０－７２１９（直通）

八王子市内に事務所等や家屋敷を有する個人で八王子市に住所を有しない方は、均等割の課税の対象となる場合があります。

配当割額又は株式等譲渡所得割額の控除

寄附金税額控除

総合譲渡・一時所得の所得金額

給与収入内訳
収入月額（円） 収入月額（円） 収入月額（円） 収入月額（円）

９

５

６

７ ８

１１

１０

収

入

金

額

必

要

経

費

必
要
経
費

勤務先所在地：

家屋敷所在地：八王子市

面積又は数量

金 額（円）

賃貸料（家賃）
収

入

金

額

減価償却資産の名称等

更 新 料
礼金・権利金

④小計（①＋②＋③）

②家事等消費金額

賃貸料（地代）
項 目

雑 収 入 ③

棚 卸 高
農産物の

事務所等所在地：八王子市

円

勤務先名称：

名称等：

円

耐用年数

月

円

円

円

円

円

円

円

円

円

修 繕 費
損 害 保 険 料
租 税 公 課
借 入 金 利 子
地 代 ・ 家 賃
給 料 ・ 賃 金

租 税 公 課

項 目

小作料・賃借料
貸 倒 金
利 子 割 引 料

必

要

経

費

取得年月
年

年

取得価額

月

月 円

円

定額法・旧定額法

償却方法
円

円

金 額（円）

円

円

円

円

円

円

所 得 金 額 合 計

円

必
要
経
費

専従者控除（給与）
減 価 償 却 費

年

年

月

月

専従者控除（給与）

項 目

減 価 償 却 費

％

％

円

円

金 額（円）
月 日

金 額（円）

金 額（円）
収
入
金
額

雑 収 入

収 入 金 額 ①
項 目

仕 入 金 額 ②
小計（①＋②）③

⑤差引原価（③－④）

期首棚卸高①

期末棚卸高④

売
上
原
価

売上（収入）金額
項 目

月

月

消 耗 品 費
修 繕 費
損 害 保 険 料
通 信 費
旅費・交通費
水 道 光 熱 費
地 代 ・ 家 賃
給 料 ・ 賃 金

項 目
雇 人 費

項 目

必

要

経

費

金 額（円）

金 額（円）
必
要
経
費

専従者控除（給与）

項 目

減 価 償 却 費

必要経費計⑥

項 目

金 額（円）
月 日

うら
金 額（円）
月 日

合 計賞 与 等

月月月月
１
２
３

４
５
６

７
８
９

１０
１１
１２

電話番号 金 額期 間
月～ 月

月～ 月

月～ 月

円

円

円

事業所（雇用主）名

円

円

円

１２

１２

Ｂ◯小計（⑤＋⑥）

Ｂ◯－Ａ◯所 得 金 額

Ｂ◯必要経費計

Ｂ◯－Ａ◯所 得 金 額

Ｂ◯必要経費計

Ｂ◯－Ａ◯所 得 金 額

Ａ◯償却基礎金額 Ｂ◯償却率 Ｄ◯×Ｃ◯×Ｂ◯×Ａ◯算入額

Ａ◯収 入 金 額 Ｂ◯必 要 経 費 Ｂ◯－Ａ◯差引金額 Ｃ◯特別控除額 Ｃ◯－Ｂ◯－Ａ◯所得金額 ）×１／２］ウ◯＋イ◯＋［（ア◯
ア◯

イ◯

ウ◯

Ａ◯収入計（④－⑤＋⑥）

Ａ◯収 入 計

Ａ◯収 入 計

Ｃ◯償却期間 Ｄ◯事業専用割合

均等割額＝３，５００（市民税）＋１，５００（都民税）＝５，０００（円）

してください。

見

本

「 」
欄に記入してください。

この欄ではなく一番下の
は非課税所得になるため
遺族年金や障害年金など
⑦ 雑 （ 円）（ 円） （ 円）

年金収入合計
年金収入の内訳

恩 給
年 金

年 金 所 得
その他の雑所得

雑所得計（年金所得＋その他の雑所得）
その他３

地震保険１６３

続
柄

職
業

未成 H１１．１．３～
１６未 H１５．１．２～
特定 H８．１．２～H１２．１．１
老扶 ～S２４．１．１

セルフメディケーション

株・配当申告不要

特定取得区分

居住開始日１

旧特定配偶者控除

１７３
１７２
１６５

１６２
１５８
１５６
１６１
１５７
１６０
１５２
１４９

９３

８５
５１
８４
５０ 給収入

配 所
配特額
旧長損支

旧個支
新個支
介医支
旧生支
新生支
生 保
社 保
医 療

所得合計

雑 計
年収入
給所得

（
同
一
生
計
）

（
特
別
）控
除

⑱
配
偶
者

可能額他専配専勤学
住宅借入等特別控除専従者

普障特障寡夫特寡寡婦未成普障特障同居
本人控除該当扶養障害

一般老人同居特定同配老配控配 １６未
年少扶養控除

本人が海外出国している場合に記載します。ル．海外出国（国名）
出国期間 年 月～ 年 月 予定

ヲ．その他

※上記のうち、別居の方の住所（平成３１年１月１日現在の住民登録地）を記入してください。

ど
め
し
て
く
だ
さ
い
。

郵
送
の
場
合
は
、
源
泉
徴
収
票
等
の
必
要
書
類
を
こ
ち
ら
に

（８１）

（７８）

世帯主名

平成３１年度 市民税・都民税申告書（平成３０年分）

受

セ ル フ
メ デ ィ
ケーション

個人番号（マイナンバー）

※セルフメディケーションは一律１２，０００円
円円円

※セルフメディケーションでは健康診断の結果通知表・予防接種の領収書など健康の保持増進や疾病の予防への取り組みがわかる書類を添付・提示してください。

医療費
⑫

ホ．公的扶助（生活扶助等） ヘ．雇用保険（失業保険）（ 年 月～ 年 月）
イ．親族・知人に扶養（援助）されていた。 ロ．遺族年金 ハ．増加恩給 ニ．障害年金

ト．奨学金 チ．児童扶養手当 リ．傷病手当金 ヌ．預貯金（借り入れ）

精
愛
介
身

度

級

精
愛
介
身

度

級

精
愛
介
身

度

級

精
愛
介
身

度

級
精
愛
介
身

その他障
免在保学源個身

元
確
認

普・差・合 新・増・減・変

有 無うら

＊
＊
＊
＊
＊
＊

年 月 日提出

度

氏 名（個人番号）

く
だ
さ
い
＊
＊
＊
＊

記
入
し
な
い
で

く
だ
さ
い
＊
＊
＊
＊
こ
こ
か
ら
右
に
は

記
入
し
な
い
で

く
だ
さ
い
＊
＊
＊
＊
こ
こ
か
ら
右
に
は

記
入
し
な
い
で

＊
＊
＊
＊
こ
こ
か
ら
右
に
は

生 年 月 日

円 円 円 円 円

※個人番号は社会保障分野・税分野・災害対策分野で利用いたします。

同・※別
個 人 番 号

・ ・明・大
昭・平

同・※別
個 人 番 号

・ ・明・大
昭・平

同・※別
個 人 番 号

・ ・明・大
昭・平

同・※別
個 人 番 号

・ ・明・大
昭・平

個 人 番 号

妻・夫

⑲

扶

養

親

族く
除

配
偶
者
を

保

険

会
社
名

生
命
保
険
料

⑭

１．給与から差し引く方法を希望
２．個人での支払いを希望

⑧ 譲渡・一時
分離課税に係る所得等のある方は、「市民税・都民税申告書（分離課税等用）」をあわせて提出してください。※

① 営 業 等
② 農 業
③ 不 動 産
④ 利 子
⑤ 配 当

⑥ 給 与

⑦ 雑
５

６

（普通徴収）
（特別徴収）

証明書提示か写し

証明書や領収書

うら面 の所得金額合計を右欄に記入してください。

（ 円）（ 円） （ 円）

年金収入合計
年金収入の内訳

恩 給
年 金

」「
欄に記入してください。

この欄ではなく一番下の
は非課税所得になるため
遺族年金や障害年金など

源泉徴収票がない方は、うら面 に金額の内訳を記入してください。

※所得のなかった方は、一番下の「 」欄に記入してください。所 得 金 額１

所得控除（所得から差し引かれる金額）２

３

４

その他（収入・所得のなかった方）

３その他

主たる給与所得以外の
市民税・都民税の納付方法

本
人
欄（
該
当
す
る
も
の
に
○
囲
み
）

⑪雑 損

（地震保険）
地 震 保 険 料
（旧長期損害保険）

⑮地震保険料 ⑯

⑰小規模企業共済等掛金

保険料

◯２３ 勤 労 学 生

⑳

◯２１

◯２２ 寡夫

障害

寡婦

⑬社 会

〒
八王子市長 殿

（受 付 印）

氏 名

資料番号

整理番号

受付者

見直し入 力

申告者
（
※
市
使
用
欄
）

おもて

電話（日中連絡先）

明・大・昭・平

年 月 日

－

現 住 所

作
成
税
理
士

氏 名

フリガナ

－

印

（※市使用欄）

続柄

保険会社名 支払額

合
計
所
得
金
額

配
偶
者
の

生 年 月 日 同居・別居 障害者 給与・年金・その他（ ）
級

・ ・明・大
昭・平 同・※別

死別・離婚・

学校名

所得

収入

年 月

保険会社名

円

円 支払額

円

区 分 種 目

銘柄等

給与・賃金 給 与 所 得

年 金 所 得
その他の雑所得

円円円円
資 産 の 種 類損 害 原 因 損 害 年 月 日 損 害 金 額 差し引く金額災害関連支出金額補 填 金 額

所得合計の５％（最高１０万円）の額

円

円

円

級

合 計

円

雑所得計（年金所得＋その他の雑所得）

個人年金（新契約） 個人年金（旧契約）一 般（旧契約）一 般（新契約） 介 護 医 療

（

）

（円）Ａ◯収入金額合計 （円）Ｂ◯必要経費等 （円）Ｂ◯－Ａ◯所得金額

Ｂ◯補 填 金 額 Ｂ◯－Ａ◯（持ち出し分）差引負担金額

国
民
年
金

介
護
保
険

後
期
高
齢

そ
の
他

合

計

支
払
額

を添付してください。障害者、勤労学生控除を受ける方は、

その他（ ）

身体・介護
愛（療育）
精神

円円

度
級

円 円 円 円 円 円健
康
保
険

国

民

年学年

Ａ◯支払医療費（１～１２月）

を添付・提示してください。以下の控除を受ける方は、

う
ら
面
の
経
費
等
も
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

以下の中から該当するものに○囲みしてください。

3

59

25

２１１１０１９８７６５４

１１１０１９８７６５４３

１１０１９８７６５４３２

2222

101987654321

会社員

2 2 9 7 2 0 0

1 1 9 7 7 2 4

2 3 9 9 9 8 8 1 4 9 7 2 0 0

8 0 0 0 0 04 0 0 0 0 01 2 0 0 0 0 0

ハチオウジ タロウ
八王子太郎

本人

○○商店

232,450 96,000 100,000

113,300 58,800

○×生命

25,375

△△生命

159,600

○×生命

18,000

八王子 太郎

八王子市元本郷町3-24-1

042 626 3111

3 2

1 3

6 5

子

子

八王子 二郎

八王子 花子

◎◎県△△市××町○－○－○

136,450

八王子 一郎

172,100
●

●

●

●

の添付
証明書の提示又は写し

証明書

料、介護保険料はあなたの控除の対象にはなりません。
族が受け取る年金から引き落とされている国民健康保険税や後期高齢者医療保険

生計を一にする配偶者その他の親証明書又は領収書を添付・提示
控除

増進や疾病の予防への取り組みがわかる書類を添付・提示
明細書と健康診断の結果通知表など健康の保持

者等の医療費通知書を添付・提示
明細書または医療保険

※

医 療 費
控 除

セ ル フ
メ デ ィ

シ ョ ン
ケ ー

障害者控除

※
※

※

学生証や証明書等の提示又は写しの添付

（うら面にも収支の内訳を記入してください。）

（ただし所得がなかった方は １ を記入し、３ にお進みください。）

記入してください。※本人の公的年金のみ

配偶者控除 特 別 控 除
配 偶 者 扶 養 親 族

基 礎 控 除

勤労学生控除

寡夫控除

寡婦控除

小規模企業

控 除
共済等掛金

控除
地震保険料

（地震保険）除
地震保険料控

控 除
生命保険料

社会保険料
控 除

雑 損 控 除

●所得のなかった方の記載●

公的年金等の源泉徴収票

改定通知書
や振込通知書は申告の資料として使うことはできません。

領収書等

又は専従者と重複して控除することはできません。

（旧長期
損害保険）

◎配偶者控除・配偶者特別控除・扶養親族は、他の所得者の扶養親族
領収証

等を添付・提示

証明書を添付・提
示

証明書を添付・提示

証明書を添付・提示

生
計を一にする総所得金額等が３８万円以下の子

証明書を添付・提示

給与収入内訳）に収入金額を正確に記入してください。申告書うら面の欄（
源泉徴収票の発行を受けていない方

平成３０年中に次のような団体等に総額２，０００円以上の寄附が

◎扶養親族は、平成３０年１２月３１日の現況によって該当か判定します。

あなたと生計を一にする親族（配偶者を除く）で、平成３０年中の

所得金額が３８万円を超え１２３万円以下の
一にする配偶者で、平成３０年中の合計

あなたの平成３０年中の合計所得金額が
平成３０年中の合計所得金額が３８万円以下の場合
以下であり、あなたと生計を一にする配偶者で、

に控除できます。（ただしあなたの平成３０年中の
合計所得金額が１，０００万円を超える場合は所得控

配偶者の氏名・続柄・生年月日・個人番号等を
除はありません。）

あなたの平成３０年中の合計所得金額が１，０００万円

記入してください。

あなたが学生又は生徒で、自己の勤労に基づく給与所得等があり、平成３０年中の

を有し、平成３０年中の合計所得金額

※寡婦のうち平成３０年中の合計所得金額が５００万円以下であり、子を扶養してい
る方は、特別寡婦に該当します。

②夫と死別した後、婚姻していない場合や夫が生死不明の場合で、平成３０年中の
又は生計を一にする平成３０年中の総所得金額等が３８万円以下の子を有するとき。

が必要です。また、６ヶ月以上寝たきりの方も控除の対象になります。
その場合は、医師等の

手帳・戦傷病者手帳等、又は市区町村長や福祉事務所長の
合に控除できます。身体障害者手帳・愛の手帳（療育手帳）・精神障害者保健福祉

が必要になります。

あなたやあなたの同一生計配偶者（控除対象配偶者）や扶養親族が障害者である場

平成３０年中に小規模企業共済制度に基づく掛金や確定拠出年金法に基づく個人型

返戻金のあるもの）による損害保険料を、平成３０年中にあなたが支払った場合、

平成３０年中にあなたが地震保険料を支払った場合、一定の額を控除できます。申

平成３０年中にあなたが生命保険料・介護医療保険料・個人年金保険料を支払った

払った国民健康保険・国民年金・介護保険・後期高齢者医療保険等の保険料（掛

「その他」欄に記入してください。国民年金の保険料及び国民年金基金の掛金に
金）が控除の対象になります。給与の源泉徴収票記載の社会保険料については、

の取り組みにかかる費用は含まれません。
※従来の医療費控除との併用はできません。また健康の保持増進や疫病の予防へ

た場合には、あなたの控除の対象となります。
後期高齢者医療保険料で、あなたが口座振替や納付書によりその保険料を支払っ

なお、国民健康保険税や

してください。
係る社会保険料控除を受ける場合は、その保険料の支払いをした旨を証する

平成３０年中にあなたやあなたと生計を一にする配偶者やその他の親族のために支

平成３０年中にあなたやあなたと生計を一にする配偶者やその他の親族のために支

平成３０年中にあなたやあなたと生計を一にする配偶者やその他の親族のために支

平成３０年中にあなたやあなたと生計を一にする配偶者やその他の親族で総所得金

３５万円×（本人＋同一生計配偶者（控除対象配偶者）＋扶養親族の数）＋２１万円

（扶養人数＝同一生計配偶者（控除対象配偶者）＋控除対象扶養親族＋１６歳未満扶養親族）
平成３０年中の合計所得金額が、右表の金額以下の方。ハ．

平成３１年１月１日現在、障害者・未成年者・寡婦又は寡夫で、平成３０年中ロ．
平成３１年１月１日現在、生活保護法の規定による生活扶助を受けている方。イ．

平成３０年分

……平成３０年中に収入を得るために直接要した費用です。

…平成３０年中に収入することが確定した金額です。

職業・個人番号・電話番号を記入し、印鑑を押してください。
申告する方の現住所・生年月日・氏名・世帯主氏名・主との続柄・

してください。
に控除できます。なお、申告には

してください。
」の欄に記入してください。なお、申告には

※外国に居住している配偶者、親族を扶養する場合は日本語訳付きの親族関係書類及び送金関係書類が必要です。

の合計所得金額が１２５万円以下の方。

その他（上記以外の理由の方は、どのように生活していたかを記入してください。）ヲ欄………
ル欄………申告者の出国先の国名・期間を記入してください。

けてください。
を受給されていた方、預貯金（借り入れ）をされていた方は該当箇所に○印をつ

※イ～ヲの該当箇所に○をつけ、必要事項を記入してください。

払った特定一般用医薬品等購入費が１万２千円以上ある場合、８万８千円を限度

（医療費が戻るものではありません。）

扶助（生活扶助等）・雇用保険（失業保険）・奨学金・児童扶養手当・傷病手当金
イ～ヌ欄…親族・知人に扶養（援助）されていた方、遺族年金・増加恩給・障害年金・公的

◇都道府県・市町村・特別区（ふるさと納税）

◇東日本大震災等にかかる義援金
◇東京都条例、八王子市条例で指定された団体
◇

８

９
９

８

８

合計所得金額が３８万円以下の場合が対象となります。扶養する
方の氏名・続柄・生年月日・個人番号等を記入してください。

必要経費等収入金額合計

収入金額合計

収入金額合計

市民税・都民税などは入りません。）
保険料、減価償却費などがあります。（生活費、所得税、
資産などの地代・家賃、借入金の利子、修繕費、損害

これには未収入金、現物収入、自家消費の商品、雑収入

これには販売した商品などの原価、雇人費、事業用固定

やリベートなども含まれます。

必要経費等◯Ｂ

収入金額合計◯Ａ

必要経費等◯Ｂ収入金額合計◯Ａ

（転出した方は現在の住所を記入してください。）

それを必要経費とすることができます。（ただし、控除対象配
偶者等及び扶養親族は除きます。）事業専従者控除の限度額は、

※この控除を受ける場合には が必要です。

ｂａ

ｃ

ｂａ

⑥給与

１

２

家屋敷のある方…住所が八王子市外で、八王子市内に家屋敷（借家・アパート・マンション・社宅等を含む）がある方、家族が八王子市内に住んでいる方。

八王子市内に事業所等・家屋敷を有する方で、市外に住所を有する方１０

６

また、分離課税所得のある方は、別紙、分離課税等用の申告書

事業専従者

配当割額又は株式等譲渡所得割額あなたが次の①と②のいずれかに該当する場合、控除ができます。

人的控除つづき

の控除

３５万円
９１万円

０
１
２
３
４
５
６

１２６万円
１６１万円
１９６万円
２３１万円
２６６万円

２

１

１
２

どめしてください。を申告書の ａ ｂ のところに記入し、源泉徴収票を添付欄にホチキス

所得金額

利子所得金額

株式などの元本の取得
に要した負債の利子

配当所得の
金額

５

２３◯

２２◯

２１◯

２０◯１８◯１９◯

１７◯

１６◯

１５◯

１４◯

１３◯

１２◯

１１◯

１８◯
１８◯ １９◯

１０

７

７

６

５

を計算し、収入金額、経費、所得をその他の雑所得欄に記入してください。
◎公的年金以外（個人年金を含む）の雑所得がある方については、下の式で所得

所得金額

1,200,000

1,200,000
100,000
120,000

180,000

400,000
400,000

800,000

＊＊＊ ＊＊＊ ＊＊＊＊＊ ＊＊ ＊＊＊＊ ＊＊ ＊＊＊＊ ＊＊＊ ＊

申告書の書き方（おもて）
から順番に該当する項目に記入してください。

所得金額の記入
①営業等 ②農業 ③不動産

◎公的年金支払金額記入例◎

つづき

３

市民税・都民税が非課税になる方

４ 人的控除

う ら申告書の書き方（うら）

お も て

ｃ
ｃ

３

４

５

収支内訳欄

納税方法の選択

－

＝

＝

－ ＝

支払者

印

扶養人数
市民税・都民税 非課税速算表

合計所得金額

◎必要経費の具体例◎

公的年金の源泉徴収票を確認の上、右下の見本の Ｃ 支払金
額を申告書の Ｃ のところに記入してください。

営業等、農業、不動産所得の収支内訳記入

営業等、農業、不動産所得がある場合の

寄附金税額控除

などの基礎資料になりますので、市民税・都民税の申告をしてください。

宅の収入報告・シルバーパス申請などに必要）、国民健康保険税・後期高齢者
所得がなかった方も、申告をすることにより、非課税証明書の交付（公営住

所得控除（所得から差し引かれる金額）
●所得税と市民税・都民税とでは、所得控除額が一部を除き、異なります。
●証明書・領収書が必要な控除で、それらが添付・提示されていない場合は、その控
除の適用を受けられませんので、ご注意ください。ただし◯１３から までと◯２０ ◯２３
は、給与所得者で年末調整済みの場合は、証明書の添付・提示は必要ありません。

⑥給与所得者の方は右ページ上をご覧ください。

⑦雑（年金）

④利子

⑤配当

５

医療保険料・介護保険料の算定、老齢福祉年金等の支給、各種医療証の交付

９

１１

東京都千代田区○○○ ○－○－○
○ ○ ○

＊＊

＊
＊

＊＊＊
＊

＊＊＊ ＊ ＊＊ ＊＊ ＊＊＊＊＊＊＊ ＊＊ ＊＊＊ ＊＊＊ ＊＊＊ ＊＊＊ ＊＊＊＊ ＊＊ ＊＊＊ ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊

方は、減価償却費の計算欄にも明細を記入してください。
を記入してください。なお、必要経費で減価償却費がある
所得の種類に応じて、該当する欄に収入と経費等の内訳

給料・賃金
地代・家賃
水道光熱費
旅費交通費

給料・賃金・退職金・食費や衣服などの現物支給
店舗・工場・倉庫等の地代や家賃など
水道料・電気料・ガス代や灯油などの購入費

見

本

この控除の申告には、必ず寄附金の を添付してください。

あった場合に控除できます。

※なお、減価償却費がある方は、減価償却費の計算欄に明細を記入してください。

－－ ＝

※この公的年金の源泉徴収票は見本です。改定される場合があります。

年金の源泉徴収票が２枚以上ある方は、下記の記入例を参考にしてください。

給与の源泉徴収票をお持ちの方は、下の見本の ａ 支払金額と ｂ 給与所得控除後の金額

※２ヶ所以上から給与を受けている場合は、収入の合計金額を ａ に記入してください。

＊扶養人数が７人以上の計算＊

◎配偶者の合計所得金額欄に所得の種類・収入

場合に３３万円を限度に控除できます。

１，０００万円以下であり、あなたと生計を

なお、別居の場合には住所（住民登録地）も記入してください。

東京都共同募金会、日本赤十字社東京都支部（政令で定めるもの）

地方税（住民税）の源泉徴収金額の合計金額をご記入ください。

をあわせてご提出ください。

（住民登録地）も記入してください。

あなたと生計を一にする配偶者や１５歳以上の親族で、その従事

配偶者の場合は８６万円、その他の場合は５０万円です。なお、事

配当割額又は株式等譲渡所得割額の控除を申告する場合は、

イ．事務所（事業所）のある方…住所が八王子市外で、八王子市内に事務所・事業所・お店等がある方。
ロ．＊

＊

◎配偶者の住所が別の場合には⑲欄の下に住所
金額・所得金額を記入してください。

電車賃・バス代・タクシー代・宿泊代など

した期間が１年を通じ６ヶ月を超える方に給料を支払った場合、

◯Ａ ◯Ｂ

給与から差し引くのではなく個人での支払いを希望する場合は「２」を○で囲んでください。
（６５才未満の方で、年金所得に係る税額を、給与から差し引くのではなく個人での支払いを希望する方

主たる給与以外の市民税・都民税について、給与から差し引いての支払いを希望する場合には「１」を、

は「２」を○で囲んでください。）

※ 雇用主から給与の支払証明書の発行を受けてい
ただくか、

下記のイからハまでにあてはまる方の市民税・都民税は非課税です。

額等が３８万円以下の方が災害や盗難などにより住宅・家財・現金などの資産に損

すべての申告者について一律に控除します。

払った医療費が一定の金額以上ある場合、２００万円を限度に控除できます。また、
支払った医療費に対する保険金・高額療養費等で補填される金額がある方は、必

ください。

加入者掛金及び地方公共団体が行う心身障害者扶養共済掛金が控除の対象になり

①夫と死別・離婚した後、婚姻していない場合や夫が生死不明の場合で扶養親族

合計所得金額が５００万円以下であるとき。

が５００万円以下であるときに控除できます。

合計所得金額が６５万円以下で、そのうち自己の勤労によらない所得が１０万円以下
であるときに控除できます。

平成１８年１２月３１日までに締結した長期損害保険契約（保険期間が１０年以上で満期

害を受けた場合に控除の対象になります。申告には災害関連支出の金額の
してください。

ず「補填金額◯Ｂ

場合、一定の額を控除できます。申告書には支払額を記入し、
してください。

一定の額を控除できます。申告書には支払額を記入し、 して

ます。この控除を受ける場合は、 してください。

あなたが妻と死別・離婚した後、婚姻していない場合や妻が生死不明の場合で

告書には支払額を記入し、 してください。

１ １ １２ ３１

欄に、明細書等に記載のある市民税・都民税申告書のうら面

事業専従者欄に記入してください。業専従者のある方は

に記入してください。以下のイ、ロに該当される方は、申告書うら面の

は、

８７

５ ６
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